福島県観光みやげ品推薦審査要綱

（目　的）

第1条 福島県観光みやげ品の品質と意匠の改善を図り、県内において製造生産された　　　

　観光みやげ品のうち、優れたものを推薦し、もって観光みやげ品の信用と適正価格を　　　　　　　　　　　　

　維持すると共に産業の振興と観光事業の発展に寄与することを目的とする。

（推薦品の選定）

第2条 前条の目的を達成するため、推薦する観光みやげ品は品質及び意匠が優れ、かつ

　次の条件を備えるもののうちから、福島県観光みやげ品推薦審査委員会（以下「審査委

　員会」という。）が選定し、（財）福島県観光物産交流協会（以下「協会」という。）が決定する。
　　１．郷土色豊かなもの

　　２．価格が適正であるもの

　　３．包装が適正であるもの

　　４．大衆性のあるもの

　　５．独創性のあるもの

　　６．衛生的であるもの

　　７．その他観光みやげ品として適当なもの

（審査委員会）

第3条 審査委員会は、（財）福島県観光物産交流協会理事長（以下「理事長」という。）

　が招集する。

（審査申込）

第４条　推薦を受けようとする者は、福島県観光みやげ品推薦審査申込書（様式第１号）

　に、市町村長の意見書並びに審査料（１件につき２，１００円）及び審査を受けようと

　する審査品を添えて、協会あて申込まなければならない。

（推薦証及び推薦証紙の交付）

第５条　協会は、第２条の規定により決定した推薦品に対し、推薦証（様式第３号）及び
　推薦証紙（様式第４号）を交付するものとする。

　２　推薦証は有償として、１件につき３，１５０円（税込）とする。

　３　推薦証紙は有償として、１０巻（５，０００枚）につき、５，２５０円（税込）とする。　　　

　４　推薦品には、必ず推薦証紙を貼付するものとする。

　５　旧推薦証は、自然切替とし、なくなり次第「新推薦証」を貼付けするものとする。
（推薦証紙の図案印刷）

第6条 推薦証紙の使用が１年間に１００万枚を超えると見込まれるときは、第５条第３

　　項の規定にかかわらず、推薦の図案を印刷した包装紙を使用することによって、推薦　　　

　　証紙を貼付したものとみなす。

　２　前項の包装紙を利用するものは、予めその原稿を添えて協会に申請し、協会の承認
　　　を得なければならない。

　３　前項の承認を得た者は、推薦証紙使用料年１０万円を協会に納付のうえ、第１項の包装紙を使用するものとする。
第7条 （罰　則）

第8条 理事長は、次の各号の一に該当すると認めたときは審査委員会にはかり、推薦を

　取り消すことができる。

（１）理由無く推薦証紙を貼付しないで推薦品を販売したとき

（２）推薦証紙を不正に使用したとき

（３）推薦品が審査を受けた時の状態と著しく相違し、適当でないと認めたとき

（４）その他推薦品の信用を著しく害する行為があると認めたとき

（有効期間）

第８条　推薦品に対する推薦の有効期間は、決定した日から３年とする。

　２　有効期間を経過した推薦品には、推薦証紙を使用しないものとする。

　３　推薦期間満了後、引続き推薦を受けようとするときは、期間満了前の審査会に推薦
　　　継続審査申込書（様式第２号）により第４条の規定に準じ、協会あて申し込まなけ
　　ればならない。

（検　査）

第９条　推薦品の信用を維持するため、協会は随時検査を行うものとする。

　２　前項の検査は、理事長の指定するものが、これを行うものとする。

　３　推薦を受けた者は、理由もなく拒むことはできない。

（その他）

第１０条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附　　　　　　則

　この要綱は、平成９年７月１４日から施行し、平成９年７月１日から適用する。

　この要綱は、平成１３年１２月１日から適用する。

　この要綱は、平成１６年５月６日から適用する。

　この要綱は、平成２０年１１月２５日から適用する。

　　　　


